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Ⅰ 中華人民共和国における
「中華民族」と「少数民族」

中華人民共和国の成立（１９４９年１０月１日）当

初，「ソ連一辺倒」とまではいえないとしても，

ソ連は中国の政治経済構造に重大な影響を及ぼ

していた。

ソ連も中国も米国も多民族国家である。

新中国における「民族」の定義には，スター

リンによる定義が「指導的役割」を演じた。さ

かのぼれば，１９２１年結党の中国共産党の第２次

全国代表大会（１９２２年）の「大会宣言」と「決

議」の中で，少数民族政策がはじめて明らかに

されたが，その大要は，「モンゴル，チベット，

回彊の３地方は自治を実行し，３つの自治邦と

する。中国本部（東三省を含む）を統一して真

の民主共和国とする。中国本部と３つの自治邦

を統一して，中華連邦共和国を建設する」とい

う連邦制を目ざすものであった。１９１７年の１０月

革命以後の１５の構成共和国からなる「ソビエト

社会主義共和国連邦」形成の道筋がモデルであ

ったことは歴然としている。

しかし，１９４９年１０月建国の中華人民共和国は，

連邦制ではなく「単一の中華民族」による「単

一の国家」である。「中華民族とは，中国国家

の象徴を有し，中国の各民族により共同で構成

される，多元的で一体的構造の民族共同体を指

す。中華民族は中国と同義である」（呉宗金編

著『中国民族法概論』西村幸次郎監訳，成文堂，

１９９８年，２ページ）。現在，漢民族と５５の少数

民族が「中華民族」という民族共同体を構成す

る。したがって，中華人民共和国は重層的であ

り，５６の多民族を含む国家であるが，同時に，

「中華民族」という単一の民族に基づく単一の

国家である。この５５の少数民族は，固定的なも

のではなく，増加（新しく認定）と減少（消滅

する極小の少数民族も存在）の可能性を含んで

いる。弁証法的認識が必要である。

ちなみに，多民族国家である米国では，「ア

メリカ民族」という用語は無く，ソ連でも「ソ

連民族」という用語は無かった。

本稿では，米国，旧ソ連の民族問題にも留意

しつつ，中国の民族問題をめぐる歴史的諸変化

を検討する。

まず，孫文と中国国民党における「民族主

義」のあり方が，「中華民国」の樹立（１９１２年

１月１日）以前と以後において，どのように大

きく変化したかを検討する。国父孫文の「民族

主義」の変容の歴史は，中華人民共和国におけ

る「民族」のあり方にも，深い影響を及ぼして

いるからである。

３



次に，雲南省における少数民族の現状を中心

に，いくつかの問題点を検討する。専修大学社

会科学研究所の雲南省少数民族調査（２００３年３

月）の成果（『専修大学社会科学研究所月報』

４８２号，２００３年８月）と，２００５年８月の「中国

医薬を訪ねる旅」における雲南省昆明・西双版

納調査（儀我「米国・日本・中国における医療

の新動向」専修大学『社会科学年報』第４０号，

２００６年３月）との重複を避けつつ，「西部大開

発」政策の動向との関連にも注目して検討した

い。

検討の前提として１９８１年の薄一波の指摘と中

国の少数民族の人口と定義について概観しよう。

世界の南北問題と同質の問題が中国内部にあ

ると指摘したのは，改革開放政策開始後間もな

い１９８１年の共産党元老の薄一波である。彼によ

れば，世界も中国内部も，４つの世界に区分さ

れる（佐々木信彰「現代中国の南北問題」可児

弘明・他編著『民族で読む中国』朝日新聞社，

１９９８年，３９３ページによる）。

全世界を見れば，次のとおり。

第１世界 米国・ソ連

第２世界 日本・西欧

第３世界 大部分のアジア・アフリカ・ラ

テンアメリカ諸国

第４世界 資源のないインドなど

中国を見れば，次のとおり。

第１世界 上海

第２世界 天津・広州などの比較的豊かな

都市群

第３世界 山西省，安徽省など広大な内陸

農村地帯

第４世界 中央政府の援助なしにはやって

はいけないチベット，新彊ウイ

グル，内蒙古などの民族自治区

薄一波の指摘は，多くの示唆に富む。しかし

「第４世界」について，インドに天然資源が乏

しいことが特徴的であるとしても，中国の「第

４世界」は，まさに，天然資源が豊富であるこ

とが特徴であり，決定的な差に注目せざるをえ

ない。

中国の人口センサスにおける各時期の少数民

族人口と全国総人口に占める比率は次のとおり

である。

第１回（１９５３年） ３４０１万３７８２人 ５．８９％

第２回（１９６４年） ３９８８万２９０９人 ５．７７％

第３回（１９８２年） ６６４３万４３４１人 ６．６２％

第４回（１９９０年） ９０５６万７２５４人 ８．０１％

第５回（２０００年） １億６４３万人 ８．４１％

少数民族の人口増加と比率増加の理由は，①

「１人っ子政策」が，少数民族については緩和

されてきたこと，②たとえば「満州族」が差別

を免れるため民族的帰属を隠していたが新しい

民族政策のもとで名乗り始めたこと，③上級学

校への進学上の有利性，④新しい少数民族の識

別，などである（佐々木信彰，前出，３２４ペー

ジ以下などによる）。

ただし，たとえば朝鮮族の場合，中国と韓国

の国交正常化以後の韓国への移住増加による人

口減の側面，逆に，いわゆる「脱北者」問題な

ど，複雑な要因を含んでいることにも留意が必

要である。

また，未識別の人口も存在し，民族の数が増

加する余地と，逆に，消滅による民族数滅少の

可能性もあるので，１９７８年以降５５とされている

少数民族数は，固定的ではない。民族識別工作

のさいの「認定の最終的決め手が，『民族自身

の願望』であって科学的・客観的基準があいま

いだったこと」（石島紀之『雲南と近代中国』

青木書店，２００４年３月，１０ページ）も指摘され

ている。「さらにいえば『民族』という定義が

あいまいで，しかも近代資本主義社会が生み出

した概念を前近代の人間集団について使用する

こと自体も問題である。また従来，『民族』と
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呼ばれてきた人間集団については，雲南省の少

数民族の場合，少なくとも清代以後は，政治的

なナショナリズムの担い手である『民族』とい

うより，社会の一構成要素であり，かつ固有の

文化その他の価値をもつ『エスニック・グルー

プ』という方が適切である」（同上，９－１０ペ

ージ）。中華民国の時期の「雲南省政府は，雲

南に住む少数民族は数十から百種もおり，漢人

があつまり住む平原地域は全省の十五分の一で，

漢人は省の人口１，５００万人のうち三分の一にす

ぎないと認識していた」（同上，１１１ページ）雲

南の現在の「少数民族」の多くは，複数の下部

集団に再分類することが可能であるとする松村

嘉久氏の説（同上，１１ページ）も，上述のよう

な可変的かつ歴史的な「定義」と実態にもとづ

く。本稿においても「民族」の弁証法的理解を

試みたい。「民族」という用語自体，日本にお

ける nationの訳語であり，１９世紀末に「和製漢

語」として中国に輸入された歴史的経緯に関す

る王柯氏の説が，用語の面での重要な前提とな

る（王柯『２０世紀中国の国家建設と「民族」』

東京大学出版会，２００６年，６０ページ）。

Ⅱ 孫文の「民族主義」変容の
現代的意義

北京の天安門広場に面する毛沢東の肖像画は

広く知られているが，毛沢東と対面する形で，

孫文（孫中山）の大きな肖像画が飾られた。孫

文（１８６６－１９２５）は，中国本土で国父として敬

愛され，台湾でも国父として鄭重に記念されて

いる。孫文が，台湾問題の平和的解決に，現在

も大きな役割を果たしつつあることに留意しな

がら，以下，孫文における「民族主義」の変化

に富む歴史的諸側面を検討しよう。

孫文は，太平天国運動敗退の２年後，明治維

新の２年前に当たる１８６６年に，広東省香山県

（後に中山県）翠亨村の農家に生まれた。故郷

の南にはポルトガル領澳門（マカオ，１９９９年１２

月，中国に回収）があり，東方約７０キロにイギ

リスの最大の拠点香港（１９９７年７月，中国に回

収）がある。香港を中心とする珠江デルタ地域

は，帝国主義と中国民族の矛盾がとくに鋭く展

開する舞台であり，１９４０年のアヘン戦争以来の

反英闘争の主戦場であり，太平天国運動の母

体・上帝会の誕生の地であった。

孫文は，後述のように，一時的にせよ，「華

僑」の一員であった。可児弘明氏が指摘すると

おり中国国内で圧倒的多教を占める漢族も，

「中国の国外では漢族自体が少数民族になるこ

とで，位相の異なる二重の民族問題にかかわっ

ていることになる」（可児弘明・国分良成・鈴

木正崇・関根政美編著『民族で読む中国』朝日

新聞社，１９９６年，１３ページ）。華僑・華人の詳

細は省略するが，孫文の華命運動において，

「華僑」であった時期の政治的自覚が重要であ

ること，また，ハワイにおいて興中会が組織さ

れたこと（１８９４年），孫文の運動が，華僑・帰

国華僑によって強力に支持されていたことなど

は，とくに重視される。周知の「宋家の三姉

妹」の歴史的役割を想起すれば，孫文・蒋介

石・中国国民党の国際的地位を解明する手がか

りとなる。孫文が，革命運動の拠点を，ハワイ

から東京に移したことと各界各層の日本人の孫

文支援の実態の再確認も重要である。

孫文の１２歳年上の長兄孫眉は，１７歳のときハ

ワイへ甘庶栽培労働者としてわたり，幸いにも，

蓄財に成功し，１８７９年，母と１４歳の孫文をよび

よせた。ハワイでの学習と生活経験のなかから，

満州族支配の清朝に対立し，「漢族国家を樹立

しようという原生的民族主義が孫文をとらえ

た」（池田誠・儀我壮一郎・松野昭二『中国革

命史』法律文化社，１９６５年，５８ページ）。１８歳

のとき孫文は帰国，広州の博済医院を経て香港

多民族国家としての中華人民共和国
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の西医書院を卒業，開業した（１８９２年）。１８９４

年，孫文は李鴻章（当時，直隷総督，北洋大

臣）に富強を目指す請願を試みたが成功せず，

同年１１月，ハワイで「中華を振興し，国体を維

持する」ために，興中会を組織した。１９０４～０５

年の日露戦争と第１次ロシア革命は，中国内で

の民族意識を目覚めさせ，江蘇，淅江，広西な

どで，華命的団体が相次いで生まれた。孫文の

日露戦争の日本の勝利に対する「積極的評価」

の側面（斉藤道彦「日中関係的歴史和現状以及

未来」『中央大学経済研究所年報』第３７号，２００６

年１０月，参照）も注目される。

１９０５年８月，東京で，興中会・華興会（黄

興・他），光復会（蔡元培・陶成章・他）が統

一し，中国革命同盟会が創立された。その革命
だつりょ

綱領は「韃虜（満清）を駆逐し，中華を回復し，

民国を建立し，地権を平均する」という４綱で

あり，総理には孫文を推した。１９０６年，孫文は

この四大綱領のうち第一綱と第二綱を「民族主

義」，第三綱を「民権主義」，第四綱を「民生主

義」と名づけて詳論した。孫文の「三民主義」

の体系化である。

孫文の「民族主義」は，「満州人がわれわれ

の国をほろぼし，われわれを支配していること

に甘んじないで，その政府をたおし，われわれ

民族の国家を回復することである」。漢族主体

の一民族一国家の主張である。

その頃，胡漢民は，民族主義を反清朝支配に

かぎり，反帝国主義を排外主義であると非難し

て，革命成功後も不平等条約をまもるべきであ

る，と主張していた。これにたいして，陳天華

は，反清朝支配が反帝国主義とさけがたく結び

ついていると指摘し，とくに，中国革命が日本

帝国となんらかの連繁をもつならば，中国は第

二の朝鮮になると，きびしく警告していた（陳

天華「絶命書」）。孫文に対する日本の各界から

の支援（頭山満，犬養毅，宮崎滔天，梅屋庄助

その他多数）も想起される。どちらかといえば

孫文の立場は，反清朝支配という素朴な種族主

義からぬけでていなかった（池田誠・他『中国

革命史』前出，４２－４３ページなど）。「滅満興

漢」は満州族の「駆逐」を意味する。

１９１１年の辛亥革命の期間は，孫文は米国に滞

在中であったが，急遽帰国し，１９１２年１月１日，

南京で臨時大総統に選ばれ，「中華民国」が成

立した。ラストエンペラーの皇帝溥儀は，紫禁

城内にとどまっていた。華命派の不統一のなか

で，同年２月１３日，孫文は大総統を辞職，その

翌日，袁世凱が臨時大総統となった。

１９１７年のロシア１０月革命，１９１９年の五・四運

動の高揚などを通じて，孫文は「たたかう人

民」を認識しはじめ，「中国革命党」の名称

を，１９１９年１０月，「中国国民党」とあらためた。

１９２１年，２２年には革命ロシアの使節・代表と余

談し，直接に交流した。また，１９２１年７月には，

上海で，中国共産党が結党した。

孫文の指導の下で，１９２４年１月中国国民党は

改組され，統一戦線の組織体となった。その時，

「三民主義」の「真の解釈」が明らかにされた。

「民族主義」は，「一つには中国民族みずか

らの解放を求めること」および「二つには中国

国内の各民族が平等であること」という二本の

柱で成り立った。第一の柱は「民族主義こそ健

全なる反帝国主義である」とする立場であり，

第二の柱は，「国内各民族の自決権を承認し，

帝国主義と軍閥に反対する華命が勝利を獲得し

たのちにおいては，自由にして統一ある（各民

族の自由な連合）中華民国を組織するべきであ

る」とする。

「民権主義」の要点を見よう。「近世各国の

いわゆる民権制度は，つねに資産階級に専有さ

れ，そのまま平民を圧迫する道具となっている。

だが，国民党の民權主義たるや，一般平民に共

有される」べきもので，そのために，立法・司
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法・行政・考試・監察の五権をたて，「代議政

治の行きづまりを救い，また選挙の弊害をあら

ためる」としている。

「民生主義」の「もっとも重要なる原則」は，

「一に地権の平均，二には資本の節制である」。

詳論は省略する。

国民党の改組は，この革命的「三民主義」と

ともに，「ソ同盟と連合し，共産党と連合し，

労働者・農民をたすける」という闘争方法＝三

大政策を生み出した（池田誠・他『中国革命

史』前出，８５～９２ページによる）。

次に，王柯氏の研究成果に基本的に依拠しつ

つ，孫文の「変化」の足跡を追うこととする。

漢人という単一民族の「中華民国」の樹立と

いう思想は，辛亥革命前の孫文を含む革命派の

一般的な考えであった。

しかし，樹立された「中華民国」では，「満

州人排除」という思想が徹底的に捨て去られた。

国家の性格も，「多民族統一国家」の中華国家

と，新しく規定された。中華民国は「五色旗」

を国旗とし，「五族共和」という理念を打ち出

した。孫文も，漢，満州，モンゴル，回（イス

ラム），チベットの「五族共和」を支持するよ

うになり，「五大民族が，心をひとつにして協

力し，一緒に国家の進歩を謀り，以て中国を世

界第一の文明大国にする」と主張するにいたっ

た。新生の中華民国は，領土と民族構成の上で，

清王朝の遺産を全面的に受け継がなければなら

なかった。帝国主義勢力の「辺境」（＝少数民

族居住地域）への侵略を防止する必要があった

のである。

しかし，中華民国の建国当初，「五族共和」

を提唱していた孫文は，１９１９年の「文言本三民

主義」の中で，「五族共和」の思想を激しく批

判するようになった。なぜか。「五族共和」の

理念と，領土の保全や国家の統一との間に生じ

た矛盾に気が付いたからである。「五族共和」

は，独立傾向の強いモンゴルやチベットに対し，

独立への理由づけとなる。孫文自身が認識して

いるように，「満州は日本の勢力範囲内にあり，

モンゴルもロシアの勢力範囲内にあり，チベッ

トもほとんどイギリスのものとなっている」。

孫文は，「五族共和」の思想を否定せざるをえ

ず，漢民族主導の国家統一という思想を明らか

にした。「……なぜ五族だけにとどめられるの

か。われわれ中国のあらゆる民族を融合し，ひ

とつの中華民族をつくるべきであると，私は言

いたい」。「中華民族」を作り出す手段は，漢族

が中心となって積極的に推進すべき「同化」で

ある。

孫文の「民族主義」思想は，数回，大きく転

換した。

①辛亥革命前の「排満」。満州族支配の帝制

国家（清）から漢族による中華民国へ。

②中華民国建国後の「五族共和」。

③「五族共和」の否定と少数民族の漢民族へ

の「同化」による大きな「中華民族」づく

りにもとづく国家の樹立。

孫文は，①を消極的民族主義とし，③を積極

的民族主義としたのである（王柯『２０世紀中国

の国家建設と「民族」』東京大学出版会，２００６

年，９６～１０１ページによる）。

中華民国建国（１９１２年）後の１９２１年に結成さ

れた中国共産党にとって，上記の①はすでに解

決済であり，中華人民共和国では，②に対応す

る５６民族の共和の側面と，③に対応する「中華

民族」の形成を，孫文の「民族主義」から批判

的に摂取・継承しつつ同時進行的に具体化し発

展させつつあるといえよう。

中国共産党の建国後現在にいたる民族政策に

ついては，次のように要約されている。

「第１に，建国時に決定された少数民族地域

に対する原則は，現在に至るまで一貫して不変

である。建国時に中国のとるべき道として採用

多民族国家としての中華人民共和国
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された民族区域自治の論理は，少数民族が中国

から分離独立をする権利を否定するとともに，

『区域』に限定して少数民族に一定の自治を与

えるというものであった。／この論理に見られ

る原則は，中国政治の変動に影響を受けること

なく一貫して普遍的な枠組みであり続けた」

（国分良成・星野正裕「中国共産党の民族政策

――その形成と展開」可児弘明・他編著『民族

で読む中国』前出，４３７ページ）。以下，第５ま

での指摘があるがここでは省略する。

また，中国共産党の民族政策の歴史を概観し

た王柯『２０世紀中国の国家建設と「民族」』（前

出）の次の各章の題名も示唆に富む。

第６章「民族自決論」から「民族自治論」へ

第７章「少数民族」の捉え方

第８章「少数民族」から「国民」へ

とくに第８章は，西部大開発と「少数民族」

問題との関連を詳論し，多くの論点を明らかに

している。

Ⅲ 雲南省の少数民族の諸特徴

雲南省の少数民族の中国の少数民族の中での

地位を見るために，２０００年の人口センサスにも

つづく表１の「主要分布地域」に注目していた

だきたい。見られるとおり，雲南省は，少数民

族の数においても，分布地域数においても突出

している。また，漢族と少数民族の関係，少数

民族相互間の関係，および少数民族内部の諸関

係も，歴史的に，複雑な変化を続けているが，

さらに，国境をこえて住む多くの少数民族が存

在する（表２）ことは，雲南省の国際的地位の

重要性を示唆するものである。

同時に，中国全体のなかで，「少数民族自治

地域の改革・開放は東南沿岸部より１０年も遅れ

ているとの試算がある。２００３年３月の時点で，

中国は三千万人の貧困人口と約六千万人の貧困

から完全に脱退していない人口を抱えている。

その大部分は，少数民族地域にいるという」

（王柯『２０世紀中国の国家建設と「民族」』前

出，２７３ページ）。

以上を前提として，雲南省の現状を検討しよ

う。

雲南省では，山地が全省の約８４％，高原が約
シ

１０％を占め，農耕に適した
ハ

子と呼ばれる山間

盆地と河谷盆地は，約６％にすぎない。全体の

地形は「北高南低」である。河川は大小あわせ

て６００余，そのうち大河は６つである。西から

①ミャンマーを貫徹するイワラジ川，②チベッ

トに発しミャンマー東部を流れる怒河（サルウ

ィン川），③チベットから大理，西双版納を経

て，ミャンマー・タイ・ラオスを南下，カンボ
ランソウ

ジアを貫流してベトナムにいたる躙滄江（メコ

ン川），④青海に発し，雲南西北部を通過して

やがて長江（揚子江）本流となる金沙江，⑤大

理の南から発し河口からベトナムに入る江河，

⑥曲靖から発する南盤江（広西省北盤江と合流

し珠江となる）の６河川である。このうち，④

以外は北から南へ流れ，高度差が大きいため急

流が多い。

省部昆明が「春城」と呼ばれているように，

雲南は全体として温暖な気候に恵まれている。

しかし，高度差や地形による気候の変化が大き

い。
シ

１平方キロメートル以上の
ハ

子は１４００以上あ

るといわれているが，相互間の交通はきわめて

不便である。

１９９５年の人口調査で，雲南省の少数民族は約

１，３３２万８，０００人，総人口約３，９９０万人の約３３．２％

を占める。全国の５５の少数民族のうち５１が居住

し，人口４，０００人以上で，まとまった居住区を

もつ少数民族は２５，また１５の少数民族は雲南固

有のものである。表３は言語系統別による雲南

省の少数民族，図１は，主要民族と居住高度の
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表１ 中国の各少数民族人口と地域分布
（２０００年人口センサス）

民 族 人 口 居住する自治区域面積
（平方キロメートル） 主要分布地域（民族総人口の％）

チ ワ ン 族 １６，１７８，８１１ １５．４７ 広西９１．４，雲南６．５
満 州 族 １０，６８２，２６２ １．２２ 遼寧５０．４，河北１７．６，黒龍江１２．１，吉林１０．７，内蒙古４．６
回 族 ９，８１６，８０５ １０．２２ 寧夏１７．７，甘粛１２．７，河南１０．１，新彊７．９，青海７．４
ミ ャ オ 族 ８，９４０，１１６ ７．００ 貴州５０，湖南２１，雲南１２．１，四川７．２，広西５．７
ウイグル族 ８，３９９，３９３ １２１．８０ 新彊９９．７
土 家 族 ８，０２８，１３３ １．４２ 湖南３１．５，湖北３１，四川１８．９，貴州１０．８
イ 族 ７，７６２，２７２ １４．７５ 雲南６１．７，四川２７．１，貴州１０．８
モンゴル族 ５，８１３，８４７ １４７．００ 内蒙古７０．２，遼寧１２．２，新彊３．４，吉林３．２，黒龍江２．９
チベット族 ５，４１６，０２１ ２００．００ チベット４５．６，四川２３．７，青海１９．８，甘粛８，雲南２．４
ブ イ 族 ２，９７１，５６０ ４．００ 貴州９４．４，雲南１．３
ト ン 族 ２，９６０，２９３ ２．１４ 貴州５６，湖南３０，広西１１．４
ヤ オ 族 ２，６３７，４２１ ７．５０ 広西６２．１，湖南２１．５，雲南８．１，広東６．３
朝 鮮 族 １，９２３，８４２ ６．２７ 吉林６１．５，黒龍江２３．６，遼寧７．２
ペ ー 族 １，８５８，０６３ １．９６ 雲南８４，貴州７．６，湖南７．２
ハ ニ 族 １，４３９，６７３ ３．００ 雲南９９．５
カ ザ フ 族 １，２５０，４５８ ４７．００ 新彊９９．６
リ 族 １，２４７，８１４ １．５０ 海南９１．８，貴州７．２
タ イ 族 １，１５８，９８９ ２．３６ 雲南９９
シ ョ オ 族 ７０９，５９２ ０．１９ 福建５４．９，浙江２７．４，江西１２．１，広西４．２
リ ス 族 ６３４，９１２ １．４９ 雲南９６．９，四川２．８
コーラオ族 ５７９，３５７ ０．４９ 貴州９８．３
トンシャン族 ６１３，８０５ ０．１５ 甘粛８３．３，新彊１５．１
ラ フ 族 ４５３，７０５ ０．７１ 雲南９９．２
ス イ 族 ４０６，９０２ ０．５０ 貴州９３．２，広西３．７，雲南２．２
ワ 族 ３９６，６１０ ０．７５ 雲南９８．８
ナ シ 族 ３０８，８３９ １．２８ 雲南９５．６
チ ャ ン 族 ３０６，０７２ ０．９８ 四川９９
ト ゥ 族 ２４１，１９８ ０．５３ 青海８５，甘粛１１
ムーラオ族 ２０７，３５２ ０．１２ 広西９７．９
シ ボ 族 １８８，８２４ ０．７９ 遼寧６９．５，新彊１９．１
キルギス族 １６０，８２３ ８．１４ 新彊９９
タ ホ ル 族 １３２，３９４ ２．２６ 内蒙古５９，黒龍江３５
ジンポー族 １３２，１４３ ０．３５ 雲南９９．２
マオナン族 １０７，１６６ ０．０６ 広西９８．３
サラール族 １０４，５０３ ０．２４ 青海８７．８，甘粛７．７
プーラン族 ９１，８８２ ０．２２ 雲南９９．４
タ ジ ク 族 ４１，０２８ ３．２０ 新彊９９．９
アチャン族 ３３，９３６ ▲ 雲南９９．７
プ ミ 族 ３３，６００ ▲ 雲南９８．８
エベンキ族 ３０，５０５ １．８７ 内蒙古８８．８，黒龍江９．８
ヌ ー 族 ２８，７５９ ０．６１ 雲南９８
キ ン 族 ２２，５１７ ▲ 広西８６．８，貴州５．４
ギ ノ 族 ２０，８９９ ▲ 雲南９９
トーアン族 １７，９３５ ▲ 雲南９９．６
ポウナン族 １６，５０５ ０．０９ 甘粛９０．６，青海５
オ ロ ス 族 １５，６０９ ▲ 新彊５９．８
ユ ー グ 族 １３，７１９ ２．００ 甘粛９６
ウズベク族 １２，３７０ ▲ 新彊９９．７
メ ン パ 族 ８，９２３ ０．７５ チベット９９．１
オロンチョン族 ８，１９６ ４．６８ 黒龍江５１．５，内蒙古４４．５
トールン族 ７，４２６ ０．２４ 雲南９５．１
タタール族 ４，８９０ ▲ 新彊９８．８
ホジェン族 ４，６４０ ▲ 黒龍江８８．３
高 山 族 ４，４６１ ▲ 福建１７．９，河北８．４（台湾を除く）
ロ ッ パ 族 ２，９６５ ６．１９ チベット９６

（注）『２００２年中国統計年鑑』（中国統計出版社）より王柯氏作成，独自の民族自治地区がない民族は▲。雲南の太字は儀我による。
（出所）王柯『２０世紀中国の国家建設と「民族」』２７０－２７１ページ。
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関係を示す。

少数民族の人口分布には，３つの特徴がある。

第１の特徴は，少数民族がおもに省の辺境地

帯に居住していることである。辺境のなかの辺

境に当たる。

第２の特徴は，多くの少数民族が山地に居住

していることである（図１参照）。

第３の特徴は，居住地で，諸民族が入りまじ

って生活していることである。 子は，半ば自

給自足的社会であり，漢族と多くの少数民族が

雑居している。しかもそれぞれが，村を単位に

かたまって住んでいる。いわゆる「大雑居，小

聚居」であり，民族間の交流・互助と各民族文

化の保持に役立っている。

なお，同一の少数民族が，表２のように国境

をまたいで暮らしている例も少なくない（石島

紀之『雲南と近代中国“周辺”の視点から』青

木書店，２００４年３月，５－１５ページによる）。

以下，主として石島紀之氏の所論に依拠しつ

つ，雲南における漢族の比重増大の歴史的経過

と，清末のイギリス・フランスによる雲南植民

地化の危機および清朝反対の革命派の生成発展

と孫文の「反清革命」辛亥革命への合流につい

て略述する（同上，１５－３４ページ参照）。

雲南に漢族がはじめて移住してきたのは，漢

の武帝の時代といわれる。しかし，漢から宋ま

でに，移住してきた漢族はごく少数で，まもな

く非漢族に同化された。漢族は雲南では，当初

「少数民族」だったのである。

唐代には，烏蛮（現在のイ族といわれる）が，

大理盆地に南詔国を樹立，大理を都とした。宋

代には白蛮（現在のペー族といわれる）が，同

じく大理を都として大理国を樹立した。したが

って，唐・宋の時代には，大理を中心とする非

漢族が雲南を支配していた。

１２５３年，フビライは大理国をほろぼし，雲南

を征服した。国号を「元」とあらためたフビラ

イは，１２７６年，行政の中心を昆明に移し，雲南

を１０行省の１つとした。

漢族の移民が急増するのは，次の明代からで，

明朝は雲南に多数の漢族を屯田兵士として送り

込んだ。これによって，漢族は雲南人口の最大

表２ 国境をこえて住む雲南少数民族の人口
（単位：万人）

民族名 中 国 雲 南 東南アジア諸国

イ ５４５．７ ３３５．３ ベトナム０．２，ラオス０．２

ハニ １０５．９ １０５．８ ビルマ６，タイ３．５，ベトナム１，ラオス１

タイ ８４．１ ８３．６ ビルマ２５０，ベトナム７６．６，ラオス１８，タイ８

チワン １３３８．８ ８９．４ ベトナム１４９

ミャオ ５０３．６ ７５．２ ベトナム４１．１，ラオス２０，タイ５．８，ビルマ０．７～１

リス ４８．１ ４６．８ ビルマ５，タイ３

ラフ ３０．４ ３０．４ ビルマ５，タイ３，ベトナム０．４，ラオス０．２

ワ ２９．９ ２９．９ ビルマ８，タイ１．２

ヤオ １４０．４ １４．７ ベトナム３４．６，タイ５．９，ラオス０．５，ビルマ０．０１

チンボー ９．３ ９．３ ビルマ５６

ドゥアン １．２ １．２ ビルマ２４

ブイ ２１１．２ ０．５ ベトナム０．１
（注）中国の人口は１９８２年の調査による。外国はその前後の人口数。申旭・劉稚『中国西南与東南亜的跨境民
族』，『雲南境内的少数民族』，田端久夫他『中国少数民族事典』２３４－２３５頁より石島氏が作成。

（出所）石島紀之『雲南と近代中国』１１８ページ。
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多数を占めることになった。明朝の直接統治が

困難な地域では，非漢族の首長を「土司」に任

命する間接統治方式をとった。土司は軍隊・裁

判権をもち，王朝には定期的に朝貢し，税金を

払い，必要に応じて土兵を提供した。

清朝は，土司を廃止して流官（中央政府任令

の地方官）をおく「改土帰流」政策を大規模に

推進した。土司勢力の後退にともなって，１８世

紀半ば以降，漢族の大量移住が始まった。

１９世紀には，雲南の社会的諸矛盾が拡大し，

各地で民衆反乱が起った。１９世紀半ばの回族中

心の大反乱（回民起義）は，大理に政権を樹立，

１６年間存続し，清朝に大打撃を与えた。他方，

清末には，少数民族が中国の習慣・言語をとり

表３ 雲南省の少数民族
（単位：万人）

人口調査年 １９５３年 １９６４年 １９８２年 ２０００年

漢・チベット語族
チベット・ビルマ語群
イ（ ）族
ペー（白）族
ハニ（哈尼）族
リス（ ）族
ラフ（拉枯）族
ナシ（納西）族
チンボー（景顔）族
チベット（蔵）族
ブミ（普米）族
アチャン（阿昌）族
ヌー（怒）族
チノー（基諾）族
トゥルン（独龍）族
カム・タイ語群
タイ（ ）族
チワン（壮）族
ブイ（布依）族
スイ（水）族
ミャオ・ヤオ語群
ミャオ（苗）族
ヤオ（瑶）族
漢語群
回族

１８３．８７
５９．２６
４９．４５
２３．５０
１２．９７
１４．３４
１０．２８
６．６９
１．２５
１．７７
１．２７
０．３９
０．２６

５０．０５
４８．６８
０．２１
０．２０

３６．００
７．２２

２１．７１

２１２．２４
７０．４０
６２．４５
２６．０２
１９．３９
１５．４６
５．７２
６．５３
１．４３
１．２１
１．５０
０．５９
０．３１

５３．４８
５６．４５
―
０

４２．７５
８．５９

２６．６５

３３５．２７
１２１．１３
１０５．８４
４６．７９
３０．４１
２３．６３
９．２９
９．５９
２．４１
２．０４
２．２３
１．２０
０．４６

８３．５８
８９．４４
０．５０
０．６１

７５．２１
１４．７１

４３．８０

４４７．０３
１４７．２５
１３４．５１
６０．１６
４２．７０
２７．８５
１２．９３
１２．３０
３．２６
３．１８
２．６７
１．８７
０．５９

１１２．３８
１１２．１７
４．１８
０．９５

９７．２２
１８．７７

６２．２８

オーストロアジア語族
モン・クメール語群
ワ（ ）族
プラン（布朗）族
ドゥアン（徳昴）族

２８．０３
３．２１
―

２０．０２
４．０３
０．７３

２９．８５
５．８３
１．２３

３７．０２
８．９９
１．７４

アルタイ語族
モンゴル語群
モンゴル（蒙古）族
ツングース語群
満州（満）族

０．３５

０．１０

０．３７

０．１４

０．６２

０．３１

１．４９

０．８５

その他 ― ― ― ３．８２
（注）謝蘊秋主編『雲南境内的少数民族』，雲南省統計局編『雲南統計年鑑２００１』６４頁より石島氏が作成。
（出所）表２と同じ。１１ページ。
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入れ，漢族に同化する動きも進行した。清末に

は，イギリスの「雲南・ビルマの国境貿易」の

権利獲得，フランスによる清朝のベトナムに対

する宗主権解消（天津条約），英・仏の圧力の

下での３ヵ所の海関の開設，フランスの 越鉄

道建設権獲得など，雲南に対する西欧列強の侵

入が本格化した。

東京で，雲南出身の革命派が発行した『雲南

雑誌』第１号（１９０６年１０月１５日）の「発刊詞」

は，同胞が「白人の奴隷」となる可能性がある

と論じている。雲南の植民地化に対する知識人

の危機意識は，清朝政府に対する憤りと結びつ

いていた。

雲南における「反清革命・辛亥革命」の主体

は，日本に留学した青年たちと清末に創立され

た新式軍隊（新軍）であった。雲南の革命派は，

孫文の辺境革命思想にもとづいて，清朝打倒の

武装蜂起をくりかえした。１９０８年の河口蜂起と

永昌（現在の保山）蜂起（未遂）などがあり，

河口の場合のフランス植民地当局の干渉も注目

される。

雲南省における辛亥革命の主力は，省の新軍

であった。新軍の指導南李根源・沈汪度・張開

儒は，日本留学時に中国同盟会に加入していた。

雲南陸軍講武堂の教官には，日本の陸軍士官学

校卒業の同盟会員が多数任命された。

以後，雲南省の政治動向は，中国革命の進展

においてきわめて重要な地位を占める。その詳

細は省略するが，孫文に対する支持と哀世凱に

対する反対，蒋介石に対する複雑な対応などが

注目される。雲南省の政治的指導育である蔡鍔

（１８８２－１９１６），唐 継 堯（１８８３－１９２７），龍 雲

（１８８４－１９６２）魯漢（１８９５－１９７４）の動向と，

抗日戦争，西安事変，紅軍の雲南通過などが，

中華人民共和国成立以前の複雑な政治史を形づ

くる。そのなかでの少数民族の動向も含めて，

図１ 雲南省の主要少数民族の居住高度

（出所）松村嘉久『中国・民族の政治地理』８７頁。表２と同じ。１３ページ。
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石島紀之氏の『雲南と近代中国』（前出）を参

照していただきたい。

ここで西部大開発と少数民族問題の先行業績

の１つとして，専修大学社会科学研究所の２００３

年視察団報告の目次を掲げておく。

さて，次に，「中華思想・意識」と民族主義

に関する，中国現代史の第１級の研究者・姫田

光義氏の問題提起に注目しよう。

中国革命を語るむずかしさは数多いが，姫田

光義氏は，まず次の諸点を重視する。きわめて

多くの重要な問題提起を含む。今後考察を深め

たい。

「まず第一に，近代以降のナショナリズムと

前近代において形成されてきた『中国・中国

人』およびその『中華意識・思想』との関係で

ある。私の考えでは，近代以降の帝国主義に抵

抗する民族解放運動（ナショナリズム）の精神

的な基盤として，自分たちを世界の中心だと意

識し，それを輝かしい中華の伝統として誇りに

思う認識が存在していた。それがあったからこ

そ，ひどい侮辱や犠牲に耐え抜いてこれたのだ

ろう。それは決して狭量で頑固で融通のきかな

い排外主義的な精神・思想ではなかった。それ

どころか，来るものは拒まず，たとえ周辺の民

族であろうとも，やって来て中華の世界の一員

となりたいと思うものは，みな融合同化して世

雲南省麗江・昆明視察団報告（『専修大学社会科学研究所月報』No.４８２，２００３年８月）

目 次
� 団長報告
雲南調査と雲南大学学術交流会
―春期海外研究視察団の成果と今後の交流―・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・古川 純・・・・・・・・ ２

� 雲南視察の経緯と概要
２００２年度春期集中海外合宿調査「経過報告」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・黒田 彰三・・・・・・・・ ５
� 雲南大学学術交流会報告
中国の西部大開発について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・張 薦華・・・・・・・・ ７
現代日本経済の低迷と経済政策の失敗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田中 隆之・・・・・・・・ ９
ＩＴ／グローバリゼーション下の東アジア経済・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮嵜 晃臣・・・・・・・・ １７
� 少数民族問題調査報告
中国の少数民族問題の諸側面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・儀我壮一郎・・・・・・・・ ２５
雲南省における少数民族と宗教・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北川 隆吉・・・・・・・・ ３８
雲南省の少数民族について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・加藤幸三郎・・・・・・・・ ４２
雲南省の少数民族について―陸 偉東先生の講演にふれて―・・・・・・・・・・古川 純・・・・・・・・ ５０
（資料）中国雲南省の少数民族についての話し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・陸 偉東・・・・・・・・ ６０
雲南省の少数民族政策の印象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鐘ヶ江晴彦・・・・・・・・ ６５
� 西部大開発問題調査報告
再説・「発展」と「落差」と・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・井上 裕・・・・・・・・ ６７
昆明国家経済技術開発区視察報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平尾 光司・・・・・・・・ ７２
雲南経済開発の過去と現在・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内田 弘・・・・・・・・ ８０
西部大開発問題調査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・黒田 彰三・・・・・・・・ ８５
「西部大開発」の背景・現状・問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原田 博夫・・・・・・・・ ８８
Ⅵ 雲南印象記および随想
中国雲南の旅によせて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松浦 利明・・・・・・・・ ９６
雲南調査記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・殿村 晋一・・・・・・・・１００
雲南紀行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉 武夫・・・・・・・・１０６
雲南雑記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柴田 弘捷・・・・・・・・１１２

編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７
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界の中心である中華の民となりえた。『中華民

族』とはこのように幅広い融通無碍な性格をも

ち，それだけに広くて重層的で多元的な文化文

明を形成しえたわけである。

ところが近代以降は，その様相が変わってき

た。『中国』は固定され，それまでにそこにの

こってきていた人々は囲いこまれ，固定された

概念のなかで『中華の民』はそこから出てゆく

ことが許されなくなった。チベット，モンゴル，

ウイグル，それに台湾などがそうである。そう

なると，かつての融通無碍な中心と周辺の関係

も，多様で多元的な文化文明も，一定の動かし

がたい形にはめこまれ，固定した価値観となっ

てしまう。それは外見上，はなはだ頑固で融通

のきかない保守性の象徴みたいに見える。学生

たちは，しばしば中華意識・思想を中国の発展

（近代化）を遅らせる精神的思想的な元凶のよ

うに考えてしまう。ここでは前近代と近代とが

断裂してしまう。中華世界の精神的感情的基盤

のうえに築かれた国民国家が内包する矛盾，と

いえるかもしれない」（姫田光義『中国革命史

私論』桜井書店，２０００年，２３４－２３５ページ）。

Ⅳ ２１世紀の少数民族問題

２１世紀初頭の現在，中国の少数民族は重大な

転換期に直面している。その背景と転換の主要

要因を列挙しよう。

① 中国政府は，「経済的，社会的および文

化的権利に関する国際規約」に署名（Ａ規約１９９７

年，Ｂ規約２００１年）した。Ａ・Ｂ両規約ともに

批准されるならば，少数民族を含む中国公民の

基本的権利・義務体系に大きなインパクトを与

える。

② 中国は，２００１年１１月のＷＴＯ加盟によっ

て各種の国際基準の遵守を要求され，少数民族

も国際競争にさらされている。

③ １９９９年以降提唱・着手された「西部大開

発」は，少数民族問題の解決と深く関連してい

る。西部開発の対象は，１２の省と自治区，直轄

市（重慶市）を含み，国土総面積の７１．４％，総

人口の２８．６％（２００１年）を占める。また，３つ

の自治州も「西部」とみなすと決定されている。

この「西部」のなかに，全国の５つの民族自治

区と３０の自治州がすべて含まれ，少数民族のほ

とんどがこの地域に居住している。西部開発の

原則の１つに，環境保全による持続的発展の重

視がある。「中国政府は，天然林の保護，農地

を林地へ，牧場を草原に戻す，砂漠化対策，水

源の保護など生態環境保護の事業に，１９９８年以

降６３６億元の国家資金を投入した。２００３年にさ

らに５０００億元を投入すると発表した」（王柯

『２０世紀中国の国家建設と「民族」』前出，２６９

ページ）。

「西部地域には，多数の少数民族を中心に

『虚勢群体』（社会的弱者）が形成されている。

かれらに対する援助を進め，格差是正を図らな

ければ，社会不安の要因となりかねない。当初，

東部地域について西部地域の資源に頼って発展

させ，その成果を西部に還元することが意図さ

れていたが，その歴史的な借りを返すことが西

部大開発に期待されている」（西村幸次郎「グ

ローバル化のかなの現代中国法」『独協国際交

流年報』第１８号，８ページ）。

④ 「１９８０年代に入って，『中華民族の多元一

体論』（費孝通）が提唱されているが，漢民族

化を中心とする画一化・中華民族化が進められ

ている。具体的には，民族区域自治に代わる地

域自治，中国語の一般化と英語・日本語等の外

国語の学習による少数民族言語の衰退，ひいて

は各少数民族の伝統文化の独自性の喪失が憂慮

される。内蒙古自治区の蒙古族の中には，モン

ゴル語を話せない人々が増えて」いる（同上，

９ページ）。さらには，存続すら危うい少数民
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族も現れている。人口わずか８，２００人のオロン

チョン族（内モンゴル自治区）は，政府の野生

動物捕獲禁止によって，政府の保護策があって

も，伝統的生活様式が崩壊し，自殺者，泥酔に

よる凍死者，結核患者などが絶えず，多くの女

性は，移住してきた漢族農民と結婚するなど，

他民族と結婚する「団結戸」の比重が増えてい

るのは，典型的事例である。また，「都市化」

による民族社会の特徴の消滅も重視される（王

柯『多民族国家 中国』岩波新書，２００６年，１７２

ページ以下）。

⑤ 江沢民体制から，『和諧社会（調和のと

れた社会）』をスローガンに掲げる胡錦濤体制

への移行も，重要な要因である。これまでの�

小平の「先富論」（豊かになれるものから先に

豊かになる）から，「共同富裕」（みなが共に豊

かになる）の方向に基本的スタンスを転換し，

格差是正を強く求める政策である。小林正典氏

は，「『持続可能な発展』，『以人為本』，『和階社

会』，これらは，いずれも，ＵＮＤＰ（国連開

発計画）が提唱する『人間開発』の思想を基本

とするものである」とする。２００１年２月の「中

華人民共和国民族区域自治法」の改正，２００４年

９月の中国共産党中央委員会第１６期第４回総会

の決定のなかでの「以人為本」（人をもって根

本とする）の政策方針，２００５年５月の国務院の

「中華人民共和国民族区域自治法」の「実施規

定」の公布などが「人間開発」の思想を民族法

制に取り入れる契機となるとして，小林氏は民

族法制の研究を深化させている（小林正典「中

国民族法制の新展開」『一橋法学』第５巻第１

号，２００６年３月，７９ページ以下）。

小林氏は，民族区域自治法の改正諸条項を，

�財務・金融・経済支援，�教育・就学支援，

�人口，資源，環境保護対策，�その他に大別

して詳論し，残された課題として６つの項目を

指摘している。また，「実施規定」の内容とし

ては，�民族自治地方の財政問題，�「持続可

能な発展」と格差の是正，�「以人為本」と教

育，�科学技術・文化の振興の各項目について，

西部大開発との関連を含めて詳論している。最

新の研究成果として注目される。

民族（nation）とは何か。民族国家とは何か。

単一民族国家（日本はこれに近いとされる），

多民族国家とは何か。民族共同体としての「単

一民族（中華民族）国家」（中華人民共和国）

の中で，少数民族の人口・比重は増大するか否

か。漢族と少数民族の同化，少数民族相互間の

同化は，進行するか否か。このような問題意識

にもとづいていて，本稿の題名を，あえて「多

民族国家としての中華人民共和国」とした。

２００６年１１月１２日，北京の人民大会堂で，「孫

文生誕１４０周年記念大会」が，盛大に開催され

た。胡錦濤国家主席は，孫文が「中華振興」の

スローガンを提起し，「中華民族の完全な独立

と中国の民主的統一の実現」を追求したと評価

し，中国共産党は孫文の革命事業の「支持者，

協力者，継承者」であると述べた。中華人民共

和国のあり方が，孫文の「民族主義」の積極的

側面を，いかに継承し発展させるか，刮目した

い。

「多民族国家」である米国，ロシア，旧ユー

ゴスラビアなどの「民族問題」との比較検討は

今後の課題である。

多民族国家としての中華人民共和国
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